
京都市における感染症，食中毒等に関する連絡先について 

 

 日ごろは，京都市保健衛生行政の推進に御理解と御協力を賜り，誠にありがとうございます。 

 さて，京都市における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下，「感

染症法」という。）に規定する感染症（結核，腸管出血性大腸菌など）と診断された場合の届出

先及び食中毒（疑い）等に関する連絡先は，平成２９年４月１日以降，以下のとおり変更されて

おりますので，お知らせいたします。 

 引き続き，感染症法に基づく感染症患者を診断した場合や，食中毒を疑う患者を診察した場合

には，以下に御連絡いただきますようよろしくお願いいたします。 

※感染症法に基づく感染症の届出の詳細については，京都市ホームページ「感染症発生動向調査

事業に関する届出様式」をご覧ください。（  京都市 感染症 届出  で検索をお願いします。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

院内感染に関する事案 医務衛生課 ＴＥＬ２１３－２９８３ 

※休日・夜間については，区役所の宿直担当者が対応しますので，感染症又は食中毒等の内容及

び御連絡先をお伝えください。 

宿直から医療衛生センター担当者に連絡を入れ，医療衛生センター担当者から折返しご連絡い

たしますので，お待ちください。 

項目 
開庁日 

（開庁時間：８：３０～１７：００） 

休日・夜間 

（夜間：１７：００～翌８：３０） 

感
染
症 

医療衛生センター  
感染症対策担当  
（全行政区担当）  
ＴＥＬ ７４６－７２００ 
ＦＡＸ ２５１－７２３３ 

最寄りの区役所へご連絡ください。 

【区役所】 
北 区 ＴＥＬ ４３２－１１８１ 
上京区 ＴＥＬ ４４１－０１１１ 
左京区 ＴＥＬ ７０２－１０００ 
中京区 ＴＥＬ ８１２－００６１ 
東山区 ＴＥＬ ５６１－１１９１ 
山科区 ＴＥＬ ５９２－３０５０ 
下京区 ＴＥＬ ３７１－７１０１ 
南 区 ＴＥＬ ６８１－３１１１ 
右京区 ＴＥＬ ８６１－１１０１ 
西京区 ＴＥＬ ３８１－７１２１ 
伏見区 ＴＥＬ ６１１－１１０１ 

 

※感染症発生届の送付先は，休日・夜間でも

同じＦＡＸ番号（２５１－７２３３）です。 

※休日・夜間の場合は，ＦＡＸ送付の上，区

役所にご連絡ください。 

食
中
毒
等 

医療衛生センター  

北東部ブロック  
（北区，上京区，左京区，東山区担当） 

ＴＥＬ  ７４６－７２１１  

 

中部ブロック  
（中京区，下京区担当）  

ＴＥＬ  ７４６－７２１２  

 

南東部ブロック  
（山科区，南区，伏見区担当）  

ＴＥＬ  ７４６－７２１３  

 

西部ブロック  
（右京区，西京区担当）  

ＴＥＬ  ７４６－７２１４  

 


